
資料１

令和５年５月２９日

瑞浪市廃棄物減量等推進審議会

２．目標達成のための施策の実施状況

　○ごみ処理基本計画　施策と進捗状況

令和４年度 令和５年度

実施状況 評価 実施状況（予定）

ごみ処理手数料の適正化
平成19年度の手数料改定以降における消費税の増税等の影響を考慮し、手数料

の最適化を図ります。特に事業系ごみに対して見直しを行います。

生活系ごみ処理手数料手数料を4月より改定

不燃産業廃棄物の総量規制を4月より実施

事業系ごみ処理手数料の第２段階改正を10月より実施

○ 継続して実施

環境出前講座（ごみの分け

方・出し方）の実施
自治会をはじめ、各種団体の要望に応じ、環境出前講座を実施します。 実施5件（98人） ○ 継続して実施

マイバッグ、マイボトル、マ

イ箸などの使用の推進

マイバッグ、マイボトル、マイ箸などの使用の推進について広報誌・ホームペー

ジなどによりＰＲします。
関連記事を広報みずなみ12月号に掲載 ○ 関連記事を広報みずなみ1月号に掲載予定

分かりやすいごみカレン

ダー、ごみ分別冊子の作成

毎年、ごみカレンダー、家庭ごみの分け方・出し方便利帳を作成し、ごみの減量

化・資源化について啓発します。

３月号の広報みずなみと併せて令和５年度版を全戸配布、及び市ホームページに

て掲出
○

３月号の広報みずなみと併せて令和６年度版を全戸配布、及び市ホームページに

て掲出予定

市の処理する産業廃棄物の見

直し
現在、市が処理している産業廃棄物の種類の見直しを行います。

令和３年４月より産業廃棄物の種類を見直し、医療廃棄物(非感染性)を削除

不燃産業廃棄物の総量規制を4月より実施【再掲】
○ 継続して実施

資源集団回収の促進
小中学校ＰＴＡ等が実施する資源集団回収について、促進を図るための検討を行

います。
小中学校PTA等が実施する資源集団回収６校・９回実施 ○ 学校及びPTAと調整し、促進を図る

資源ごみリサイクル率の向上
資源ごみの分別について、広報誌・ホームページ等により更なる啓発を行い、リ

サイクル率の向上を図ります。特に古紙類の資源化を積極的に推進します。
関連記事を広報みずなみ12月号に掲載【再掲】 △

クリーンセンター内リサイクルステーションにて陶磁器食器の回収を開始

陶磁器食器リサイクルの記事を広報みずなみ5月号に掲載

関連記事を広報みずなみ1月号に掲載予定【再掲】

使用済小型家電回収品目の拡

充

使用済小型家電の収集品目を増やし、再資源化を図るとともに、回収方法につい

ても検討を行います。
現状維持とした ×

小型家電ボックスにて無料回収された品目の中には資源売却できない品もあるた

め、拡充も含め品目の見直しを検討する

刈草や樹木の剪定枝等の堆肥

化による農業等への還元・利

用

刈草や樹木の剪定枝等について、堆肥化による農業等への還元を行い、利用促進

を図ります。
712㎥の堆肥化を実施し、市内外へ無料配布 ○ 継続して実施

再使用できる家具等の譲渡会

の開催
再使用できる家具等の譲渡会を開催することでリユースの推進を図ります。 リユースの推進方法について検討を実施 × 回収した陶磁器食器の一部について、譲渡会を試験的に7月頃予定

ごみ処理施設の適切な運営
可燃物焼却施設から排出されるガスなどについて排出基準を遵守します。

エネルギーを効率的に利用し、適切に運転管理します。

引き続き排出基準を遵守し、適切に運転管理を実施

エネルギーの効率的な利用のため、エタノールの実証実験を実施
○ 継続して実施

ごみ処理施設の長寿命化 不燃物最終処分場の延命化を図ります。
不燃産業廃棄物の総量規制を4月より実施【再掲】

事業系ごみ処理手数料の第２段階改正を10月より実施【再掲】
○ 総量規制及び陶磁器食器回収により、埋立量を削減して延命化を図る

廃棄物減量等推進審議会の継

続

廃棄物減量等推進審議会を定期的に開催し、ごみの減量化・資源化を推進しま

す。
11月開催 ○ 5月開催、10月開催予定

野焼きに対する指導 野焼きについて、違法行為であることを啓発するとともに、指導を行います。 通報のあった野焼きについて調査・指導を15件実施 △
野焼きの記事を広報みずなみ5月号に掲載、9月号に掲載予定

野焼きについての啓発チラシを広報みずなみ9月号と併せて回覧

不法投棄防止のパトロールの

実施と監視の強化

環境パトロールを実施し、不法投棄されやすい場所に啓発看板を設置するなど対

策を検討します。

各自治会に、ポイ捨て禁止などの看板を配布します。

また、広報誌、ホームページなどによりポイ捨て、不法投棄防止について啓発を

行います。

環境パトロールを週４日実施

不法投棄物の回収を月２回実施

啓発看板を16枚支給

環境美化推進員30名を委嘱（任期：令和4年度～令和5年度）

○ 継続して実施

※「評価」…「○」：概ね実施できた、「△」：実施したが十分とはいえない、「×」：未実施
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